
　事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）
第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。なお、本入札は、総合評価落札方式により執行
する。

令和８年６月９日
上三川町長　星　野　光　利　　　　

１　入札対象工事

工 事 名

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

予 定 価 格

２　入札に参加できる者に必要な資格要件

　上三川町から令和７･８年建設工事入札参加資格を受けている者で、開札日当日において

下記の要件を満たしていること。

入 札 参 加 形 態

共同企業体結成要件

業 種

○代表者の要件

建 設 業 許 可

地 域 要 件

配 置 技 術 者

現 場 代 理 人

○代表者以外の構成員の要件

建 設 業 許 可

地 域 要 件

配 置 技 術 者

入 札 公 告

下町第二町営住宅給排水設備改修工事（工R8-009）

上三川町大字上三川４２６５番地１

令和9年7月30日限り

機械設備工事　１式

電気設備工事　１式

144,510,000円（消費税相当額を除いた額）

単体又は特定建設工事共同企業体（構成員の数　２者又は３者）

結成は、自主結成とする。
構成員の出資比率の最小限度基準は３０％以上とする。
構成員は、この工事において２以上の共同企業体の構成員になれない。
その他 上三川町建設共同企業体取扱要領による。

管工事

Ａ級
ただし町外業者については令和7・8年度上三川町入札参加資格審査申請時の
経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の管工事における総合評点
(P)が900点以上であること。

特定

町内又は宇都宮市内に、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条に基づ
き設置された本店があること。

建設業法の規定に基づき、本工事に対応する監理技術者を専任で配置できる
こと。

他に手持ち工事のない者を現場代理人として常駐で配置できること。
（本工事の技術者との兼務は可）

Ａ級
ただし町外業者については、令和7･8年度上三川町入札参加資格審査申請時の
経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の管工事における総合評点
(P)が700点以上であること。

特定又は一般

町内又は宇都宮市内に、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条に基づ
き設置された本店があること。

建設業法の規定に基づき、本工事に対応する主任技術者を専任で配置できる
こと。

対 象 ラ ン ク
及 び 総 合 評 点

対 象 ラ ン ク
及 び 総 合 評 点



○構成員の共通要件

３　入札日程等

参 加 申 請 期 限
令和8年6月29日(月)
午後5時00分

参加申請方法：代表構成員が電子入札システムにより行
う。　※代表構成員は参加申請までに上三川町電子入札
システムの利用者登録をすませること。

共同企業体申請書類
交付・送付先・期限

参加申請日から起算し
て２日以内（町の休日
を除く）

上三川町ホームページからダウンロード
http://www.town.kaminokawa.lg.jp
提出方法：郵送又は宅配便（持参は受け付けない）
提出場所：〒３２９－０６９６
　　　　　河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地
　　　　　上三川町役場　総務課　管財係行

設 計 図 書 等 の 閲 覧 本公告日から
上三川町ホームページから閲覧
http://www.town.kaminokawa.lg.jp

提出方法：電子メールによる。

提出期限： 提 出 先：建築課建築係

令和8年6月29日(月) kenchiku01@town.kaminokawa.lg.jp

午前10時00分 質疑のない場合でも必ず質疑書を提出
質疑書の指定様式は、町ホームページからダウンロード

設計図書等に関する
質 疑 回 答 日

令和8年7月1日(水)
回答方法：電子メールにより全ての入札参加者に回答を
送付

入 札 方 法

評価項目算定資料
受付期間及び送付先

令和8年6月29日(月)か
ら令和8年7月6日(月)
まで（※必着）

提出方法：電子入札システムにより提出
　　　　　又は郵送又は宅配便（持参は受け付けない）
提出場所：〒３２９－０６９６
　　　　　河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地
　　　　　上三川町役場　総務課　管財係行

入 札 期 間 令和8年7月1日(水)午前8時30分から令和8年7月15日(水)午前12時00分まで

価格以外の評価項目
及 び 配 点

価 格 以 外 の 評 価 点
の 公 表

価 格 以 外 の 評 価 点
の 疑 義 照 会 期 間

価 格 以 外 の 評 価 点
の 修 正 公 開 日

開 札 日 時 令和8年7月24日(金)  午前 9時00分 

低入札価格調査制度 適用（失格基準価格：有　・　ダンピング受注工事対策：有）

開 札 立 会 人

確認書類提出日
提出を求められた日か
ら起算して２日以内
（町の休日を除く）

提出場所：上三川町総務課（３階）

参加資格の可否

本入札は総合評価落札方式で実施する。
低入札価格調査制度に失格基準価格を設定する。

本工事に係る設計業務等の受託者である「  （株）マガミ企画設計   」と、
資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

電子入札

「価格以外の評価点の算定方法」のとおり

令和8年7月15日（水)入札者それぞれに通知する。価格以外の評価に疑義がある
ときは、文書により照会することができる。
落札者決定後に全ての入札者の評価点を公表する。

提出期限：令和8年7月17日（金)　午後5時00分まで　
提出方法：持参又は電子メール　　提出場所：上三川町総務課（３階）
（メールアドレス）kanzai01@town.kaminokawa.lg.jp

疑義があった場合、審議した結果を　令和8年7月22日（水)　通知する。

立会を要しない

確認書類が提出されてから起算して２日以内（町の休日を除く）に通知

その他

設計図書等に関す
る 質 疑



４　入札保証金等

入 札 保 証 金 免除

契 約 保 証 金 納付

前金払　　：有（本工事は継続費に係る契約となるため、発注者と受注者との

中間前金払：有（ただし、部分払を行った後は、中間前払金の支払を請求する

　　　　　　　　ことはできない。）

部分払　　：有

５　その他

(1)　別紙「上三川町事後審査型条件付き一般競争入札共通事項」（総合評価落札方式）（電子入札）

　 に示すとおりとする。

(2)　開札日が同じ工事では、分割発注したものを除き、配置予定技術者を重複して申請することはで

　 きない。

(3)　本工事は、議会の議決に付すべき契約であるので、落札者は落札決定後７日以内（町の休日を除

　 く）に仮契約書を提出すること。当該仮契約書は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定による

 　町議会の議決を得た日から本契約書となる。

６  照会先

（公告の内容）　総務課　管財係 ℡０２８５－５６－９１１４

℡０２８５－５６－９１４８

                間で締結する「上三川町建設工事請負契約に基づく協定書」

                に定める各会計年度ごとの出来高予定に応じた金額を請求す

                ることができる。ただし、本工事については、契約会計年度

                に翌会計年度分の前払金を含めて請求することができる。）

（工事の内容）　建築課　建築係

支払条件


